
� / � P � � � � � � � � � �
� � � � � � � �

�Ë�“�°
@�å	G�°�D�°�Ô�ø

11月はあいち多文化共生月間 ／ 市役所業務案内 P.14・15

子 ど も 未 来 園 で 就 学 準 備 （ プ レ ス ク ー ル 事 業 ）



2 3広報犬山　H30.11.1号 広報犬山　H30.11.1号

国籍・言語・文化を超えて
11月はあいち多文化共生月間
　市内に住む外国人は2,318人、総人口の3.12％（平成30年 9 月末現在）。日々生活する中で外国人を身近に感じ
ることも多いのではないでしょうか。生まれ育った文化や使用する言語が異なっていても、日々の安全な暮らし
や子どもたちの未来への願いなど、日本人も外国人も思いは同じです。今回は防災と子どもの教育について、共
に同じまちで暮らしていくための課題と取り組みを紹介します。

外国人と災害〜被災地での経験から考える〜
　日本人も外国人も同じ被災者になる災害。情報が伝わりにくい外国人には、生き延びることや日常生活を取り
戻すことが難しい場合があります。
　市の多文化共生推進員として、外国人相談窓口やコミュニティ通訳者の派遣などを担当している大島ヴィルジ
ニア・ユミさんが、「平成30年 7 月豪雨」（西日本豪雨）で被災した岡山県総社市と倉敷市真備町の避難所などを
8 月 2 日に訪問しました。被災した外国人から話を聞いた大島さんに現地での状況を聞きました。

●災害時の状況
　被災した外国人の中には、テレビで自分が住んでいる地名を繰り返し呼ばれ、
避難情報が発令されていても状況が理解できなかったため、家にとどまり、最終
的には消防車が何度も行き来することで身の危険を察して避難した人もいました。

●避難後の生活
　避難所に行政からの情報や食料品、生活物資が集まることを理解している人は
少なく、被害を免れた親戚や友人宅を頼った人が多いようです。また避難所に行っ
ても、言葉の問題から自助活動に加わることができないため気まずく感じたり、
掲示板に掲示された仮設住宅のお知らせが分からず、申し込みに間に合わなかっ
たり、通訳者の巡回を心待ちにして過ごした人もいました。

●外国語での情報がないことによる混乱
　外国人は普段からインターネットから情報を得る人が多いのですが、誤った情
報があふれ、市の担当者が対処し続けました。市などが定期的に発信する外国語
の情報が必要と感じたそうです。

外国人向け防災訓練を開催
　子どもの頃から学校や地域の防災訓練に参加してきた日本人と同じように、外
国人にも災害や防災について学んでもらうため防災訓練を計画しています。
　他の町では、高齢化の進んだ地域などで清掃や地域活動の担い手となっている外国人もいます。防災への知識
を深め、救助について学ぶことで、「支援される側」から「支援する側」になることができます。

▲避難所で暮らす外国人を訪問

▲避難所に掲示された
　外国人向けのお知らせ

愛知県多文化共生シンボルマーク
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子どもたちの学びを応援
小学校入学を笑顔で迎えられるように
〜子ども未来園で就学準備（プレスクール事業）〜

　楽田子ども未来園では、来日して日が浅い場合や、家で
は日本語で生活をしていない子どもたちも、卒園後に戸惑
うことなく小学校生活に入っていけるよう、就学準備（プ
レスクール事業）を行っています。
　市内のNPO団体シェイクハンズがボランティアとして平
成22年に開始し、現在は年長児 5 人が参加。他園児も参加
できるよう準備を進めています。週 1 回園内で行われ、日
本語教師や保育士経験者などが指導役となり、就学準備を行っています（表紙写真）。
　年少児、年中児に対しては初期の日本語指導を行っています。また小学校入学後も高校生まで学習指導を継続
しているため、子どもたちの家庭状況を把握しやすく、長期的に家族ぐるみで見守ることができます。

多文化共生推進会議でビジョンを作成しています
　経済のグローバル化が進み、国境を越えて移動する人の動きも活発になり、外国人が日本で居住することが特
別なことではない時代になりました。また滞在が長期化し、結婚や出産、労働、子どもの教育、病気など日本で
暮らしていく中でさまざまなことに直面します。時には言葉や文化の違いに戸惑うこともあります。地域社会に
住む誰もが安全・快適に過ごせるよう、市ではこうした課題に体系的に取り組んでいくために「犬山市多文化共
生推進ビジョン」を作成しています。

▲初期の日本語指導で学ぶ子どもたち

▲多文化共生推進会議

　多文化共生を推進することを「外国人を支援すること」と理解される人がいますが、
それは違います。
　日本国内に暮らす外国人は2017年末現在、250万人を超えました。この数は過去最
高です。都道府県別に比較すると、愛知県は東京都に次いで全国第 2 位です。その
ため、外国人の子どもも増加しています。公立学校における日本語指導が必要な外
国人児童生徒数は、この25年近く愛知県は全国第 1 位を独走中です。このような現
状のため、「子どもの世界」では、言語や文化などさまざまな背景をもつ人がいるこ
とが日常化しています。市内の子ども未来園（保育園）でも学校でも、日本人と外
国人の子ども同士が、共に遊び共に学ぶことは、日常的な光景です。一方で、「大人
の世界」ではどうでしょう。いまだ偏見や差別の意識をもつ人がいることは、恥ずかしいことではないで
しょうか。
　高齢者や障がい者が社会生活を送るうえで障壁となるものを取り除くことを示す「バリアフリー」とい
う言葉は、身近な言葉となりました。例えば、公的施設の段差にスロープを付けるというのは、バリアフ
リーの考え方です。高齢社会が進む今日において、物理的なバリアフリーでなく、心のバリアフリーがと
ても重要であることは、誰もが理解していることでしょう。だからこそ、外国人が暮らしやすい社会とは、
高齢者や障がい者などすべての人が暮らしやすい社会につながることと確信し、私たちは多文化共生推進
ビジョンを策定しています。

フロイデまつりで皆さんの意見を募集します
　犬山市多文化共生推進会議では、ビジョン作成にあ
たり市民の皆さんからの「犬山市の多文化共生」につ
いての意見を募集します。
日時　12月 9 日㊐ 9：30〜16：00
場所　犬山国際観光センターフロイデ
問合　観光交流課（℡44-0343）
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身近な人にすすめてください！
犬山市多文化共生推進
会議会長　小島祥美さん
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黄金の犬山城
特別公開

　文化史料館では、犬山城築城
450年祭「キャスティバル犬山’87」
で製作された、黄金の犬山城を期
間限定で公開しています。
期間　12月16日㊐まで
　　　（期間中11月 6 日㊋休館）
開館時間　 9：00〜17：00
　　　（入館は16：30まで）
場所　文化史料館
費用　入館料100円
問合　文化史料館（℡62-4802）
※12月 3 日㊊〜16日㊐は、市民は
黄金の犬山城展示スペースに限り
無料で入ることができます。市内
在住であることがわかるものを持
参してください。博物館明治村

平日限定年間パスポート『明治村御
お

散
さん

歩
ぽ

證
しょう

』発売
　博物館明治村では、犬山市のシニアの皆さんが社会教育施設として一
層活用できるよう大変お得な平日限定の年間パスポート『明治村御散歩
證』を発売します。
　「散歩」という言葉は、明治時代から使われ始めたといわれています。
明治村が立地する近隣にお住まいのシニアの皆さんに、平日気軽にお散
歩に来てもらうことを目的に、期間限定で発売します。
　また明治村内で発売のため本来は入村料が必要となりますが、この期
間の平日は入村無料券が利用できます。
日時　11月 1 日㊍〜30日㊎
場所　近衛局本部付属舎（博物館明治村内 1 丁目 4 番）
対象　市内在住の65歳以上
※住所および生年月日の分かる身分証の提示が必要となります。
料金　2,000円
問合　博物館明治村（℡67-0314）

認知症についての市民シンポジウム
日時　11月17日㊏13：00〜16：30
場所　春日井市東部市民センター（春日井市中央台 2 - 2 - 1 ）

内容 講師

第 1 部
13：20〜15：30

音楽療法 歌って、笑って、
つながろう

日本音楽療法学会認定音楽療法士
須崎弘子氏

体操 ごぼう先生の笑顔
をつくる健康体操

株式会社GOBOU
代表取締役　簗瀬寛氏

第 2 部
15：30〜16：30 基調講演 認知症予防ナウ メモリークリニックお茶の水

理事長　朝田隆氏

定員　350人　　申込　不要　　　費用　無料　
問合　愛知県認知症疾患医療センター（℡88-0284）

お話を聞いて
すいとんを食べよう

〜たのしく学び・作り・食べる・
琴の体験〜
日時　11月25日㊐14：00〜16：30
場所　しみんてい
内容　琴の体験、平和の童話や絵

本、平和の大切な話、すい
とんを作って食べて学ぶ

対象　子どもから大人まで
費用　100円
※文房具のお土産もあります。
持物　水筒、おわん、はし、ぬれ

タオル（手ぬぐい）
申込　市民活動支援センターの会

（℡61-7710　Fax61-8108
　　　Eメールcenter＠inuyama
　　　-shimintei.com）へ
問合　すいとんの会代表　時々輪

（℡62-3346）

ニワ里カレッジ
揖斐・大野の古墳たび

　青塚古墳での地域歴史講座です。
日時　11月10日㊏13：30〜
会場　青塚古墳ガイダンス施設
講師　NPO法人ニワ里ねっと
　　　赤塚次郎氏
費用　500円
申込　不要
問合　青塚古墳ガイダンス施設
　　　�（℡68-2272　㊊休館　㊗の

場合は翌平日休館）

里親養育体験発表会
里親さんのお話聴いてみませんか
　里親に興味のある人の参加をお
待ちしています。
日時　11月16日㊎10：30〜12：00
場所　一宮市テニス場　大会議室
　　　�（一宮市今伊勢町馬寄字西

流 9 - 1 ）
内容　里親制度の説明、養子縁組

里親と養育里親の体験発表
費用　無料
申込　不要
問合　一宮児童相談センター
　　　（℡0586-45-1558）

博
物

館
明

治
村

　
　

平
日

の
み

入
村

無
料

券
お

よ
び

平
日

限
定

年
間

パ
ス

ポ
ー

ト
『

明
治

村
御

散
歩

證
』

登
録

票

初心者空手教室
日時　11月10日㊏、17日㊏
　　　各日10：00〜12：00
場所　市武道館（ 1 階柔道場）
内容　楽しみながらの体幹トレー

藤田浩子さん講演会
おはなしおばさんの小道具をつか
った「みて ! きいて ! つくって ! 」
　市立図書館では小道具をつかっ
た子ども向けのおはなし会の指導
を長年している藤田浩子さんをお
招きして、道具を生かしたお話の
仕方を実演を交えながら学びます。
日時　12月15日㊏10：30〜
　　　（90分程度）
場所　市立図書館2階展示室
対象　保育・幼児教育に関わって

いる人、読み聞かせをして
いる人、ブックスタートの
関係者

定員　先着50人　費用　無料
申込・問合　11月6日㊋〜12月7日

㊎に窓口に直接か電話で市
立図書館（℡62-6300）へ

★藤田浩子さんプロフィール
1937年東京生まれ　元幼児教育科
講師。日本女子大学卒業後、幼児
教育に携わる。現在は、各地の幼
稚園、保育園、小学校、図書館等
で講座を開いている。
〈著書〉「おはなしおばさんの小
道具」「かたれやまんば」「遠藤登
志子の語り、福島の民話」「藤田
浩子あやとりでおはなし」

仲良しわんスポ
交流会

　健常者・障がい者の区別なく、
軽スポーツを楽しみませんか。
日時　12月 8 日㊏10：00〜
場所　エナジーサポートアリーナ

（市体育館）
対象　市内在住の小学生
定員　先着50人
申込・問合　11月28日㊌までに所

定様式（文化スポーツ課、
市ホームページにありま
す）を記入し市スポーツ推
進員連絡協議会事務局（文
化スポーツ課内　℡44-035

　　　2） かNPO法 人 ぽ ん ぽ こ
ネットワークへ

※軽スポーツはチーム対抗（当日
発表）で行います。当日の運営ボ
ランティアも募集します（若干名）。

東京都/東京2020組織委員会/JOC/JPC
　東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会に向け、気運醸
成や大会・競技への理解促進を図
ることを目的に、オリンピックフ
ラッグ・パラリンピックフラッグ
が全国を巡回しています。

日時　11月22日㊍ 8：30〜16：00
場所　市役所 1 階市民プラザ
内容　オリンピックフラッグ・パ

ラリンピックフラッグと大
会関連パネルの展示

問合　文化スポ―ツ課
　　　（℡44-0352）

ニング、空手の基本練習（受
け、突き、蹴り、基本形）

対象　市内在住の年中・年長、小
学 1 ・ 2 年生とその保護者

定員　10組
費用　 2 日間で400円
持物　運動のできる服装、タオル、

飲み物
申込・問合　11月 9 日㊎までに市

体育協会（℡・Fax54-1016）へ

「未来の人材活躍
補助金」申請者募集

応援します！あなたの活動。
　この補助金は、まちの中にある
“埋もれたスキルや想

おも

い”をまち
づくりの新たな資源として発掘・
活性化し、まちや社会との接点を
持つきっかけとなることで、社会
参画を促し、魅力的な市民社会づ
くりの実現を目的とするものです。
　犬山のまちに対する思いを実現
したい、普段使っている技術や経
験を広げたいなど市民の皆さんの
さらなる活躍を応援します。
資格　�市内在住、在勤、在学で18歳

以上かつ 3 人以上のグルー
プで「フューチャーセッショ
ン＠犬山」へ参加すること

対象　次の条件を全て満たす事業
　　　�①犬山市のまちの魅力創

出、課題解決を目的とした
事業

　　　�②今後、さらなる市民の社
会参画を見込める事業

　　　�③不特定多数に広報を行
い、広く一般を対象とした
事業

補助　�事業費の10/10まで、 1 事
業あたり上限 5 万円

期間　平成31年 3 月31日㊐までの
事業

申込・問合　12月27日㊍までに申
請書を地域安全課（℡44-
0346）へ

※対象経費や手続きなど詳しくは
市ホームページを見てください。

東京2020
オリンピック・
パラリンピック
フラッグツアー
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【エネルギー】 【野菜】 【塩分】 【地産地消】 【禁煙】

犬山市歴史的風致維持向上計画（第 2期）に
関するパブリックコメント募集

　市では「地域の歴史的風致の維持及び向上に関する法律」（通称 歴史
まちづくり法）に基づく『犬山市歴史的風致維持向上計画』を策定し、
平成21年 3 月に国の認定を受けました。
　地域に残る文化資源を保存活用することにより、犬山の歴史的風致の
維持向上を図るため、さまざまな事業に取り組んできました。
　今年度、現行の計画期間が満期を迎えるにあたり、引き続き歴史まち
づくり事業に取り組んでいくため、第 2 期計画を策定します。
募集期間　11月 1 日㊍〜30日㊎
公表場所　歴史まちづくり課、各出張所、市立図書館で閲覧、市ホームペー

ジに掲載
意見提出　期間中に住所、氏名（団体としての意見の場合は団体名）、意

見を記入し直接提出するか郵送、ファックス、Eメールで歴史まち
づくり課（Fax44-0372、Eメール070700＠city.inuyama.lg.jp）へ

問合　歴史まちづくり課（℡44-0354）

優良田園住宅認定制度基本方針（案）
パブリックコメント募集

　栗栖・今井地区では人口減少による地域コミュニティの維持が課題に
なっており、新たな住民を受け入れる定住促進策の一つとして「優良田
園住宅認定制度」の導入を検討しています。
　この制度の基準となる基本方針について、皆さんの意見を募集します。
募集期間　11月 1 日㊍〜30日㊎
公表場所　都市計画課、市役所1階ロビー、各出張所、市立図書館で閲覧、

市ホームページに掲載
意見提出　期間中に住所、氏名、意見を記入し直接提出するか郵送、ファッ

クス、Eメールで都市計画課（Fax44-0366　Eメール080100＠city.inu
　　　yama.lg.jp）へ
問合　都市計画課（℡44-0331）

陸上自衛隊高等工科学校生徒

採用種目 陸上自衛隊　高等工科学校生徒
身　　分 特別職国家公務員（生徒）
手　　当 生徒手当　月額101,000円（平成30年 2 月 1 日現在）

応募資格 平成31年 4 月 1 日現在、15歳以上17歳未満（平成14年 4
月 2 日〜平成16年 4 月 1 日の間に生まれた人）の男子

試験期日

第 1 次試験　　　　　平成31年 1 月19日㊏
第 1 次試験合格発表　平成31年 1 月25日㊎
第 2 次試験　第 1 次試験合格者のみ行います。
平成31年 2 月 1 日㊎〜 4 日㊊の指定する 1 日
最終合格発表　　　　平成31年 2 月15日㊎

受付期間 11月 1 日㊍〜平成31年 1 月 7 日㊊（締切日必着）
採用期日 平成31年 4 月上旬

申込・問合 自衛隊愛知地方協力本部　小牧地域事務所（℡73-2190）
募集コールセンター（℡0120-063792）

尾北看護専門学校
教員募集

業務内容　学校内での講義・演習
（ 9：00〜17：30）、病院で
の実習指導（ 8：30〜17：00）

応募資格　①看護師資格免許取得
後臨床経験 5 年以上②助産
師資格免許取得後臨床経験
5 年以上

募集人員　①パート職員 1 人
　　　�②パート職員 1 人（母性看

護学の担当ができる人）
待遇　時間給1,400円〜1,900円
※看護師または助産師および看護
教員としての勤務経験年数による。
※ 1 年間パート職員として経験後
に正規職員としての採用あり。
休日等　㊏㊐㊗、年末年始、夏季

休暇日
申込・問合　履歴書（一般様式）

と看護師または助産師の資
格証明書を一般社団法人 
尾北医師会 尾北看護専門
学校（℡0587-95-7022　鵜
飼・木下）へ

母子家庭等
就業支援講習会

　市内在住で、就業意欲があるひ
とり親家庭の母や父と寡婦の人を
対象に、就業支援講習会を開催し
ます。
期間　平成31年 1 月〜 3 月
場所　名古屋・名駅周辺
内容　パソコン講習（仕事応用編）
　　　調剤薬局事務講習
　　　福祉用具専門相談員研修
定員　各20人
　　　（応募多数の場合は抽選）
費用　無料（教材費等自己負担）
申込・問合　11月16日㊎までに子

ども未来課（℡44-0323）へ

健康いぬやま応援メニュー〜めざせ 5つ星☆〜協力店募集
　市民が自分の食生活・栄養に関心を持ち、自分に合った食事内容や量を理解して、正しい食習慣が継続できる
ような食育を推進しています。外食をする際にも健康に配慮できるよう、健康を意識した料理を提供する店を募
集中です。
　健康いぬやま応援メニュー〜めざせ 5 つ星☆〜事業では、健康につながる 5 つの項目を星マークで示し、条件
を満たし星マークがついたお店を、市民の健康づくりを推進しているお店として認定し、PRします。現在は 4
店舗を認定しています。詳しくは市ホームページを見てください。
　現状は認定困難と考えているお店も、市の管理栄養士と相談をしながら、認定店を目指しませんか。
内容　 1 食のメニュー（定食、単品メニュー等）に対して、健康や地産地消に関する以下の 5 項目のうち、 3 つ

以上を満たし、かつ必須項目を満たすメニューを提供する飲食店を認定（ 1 項目クリアするごとに 1 つの
星マークを認定し、最大 5 つ星）

※応募は 1 店舗 1 メニュー（ 2 メニュー以上は要相談）
項目　①エネルギーが700kcal以内
　　　②野菜を120g以上使用
　　　③塩分が 3 g以内
　　　④愛知県産の食材を
　　　　常時 1 品目以上使用
　　　⑤店内全面禁煙
※必須項目として、犬山らしいものやイメージできるものをとり入れてください（例えばメニューのネーミング
や見た目、食器など何でも可）。

認定までの流れ
　　　①下記申込先へ連絡してください。
　　　②�市の管理栄養士が栄養価計算をし、項目条件を満たしているかの確認をします。また条件を満たしてい

なくても、満たすためにどうしたらよいか可能な限り相談・提案をします。
　　　③認定された飲食店は、チラシや市ホームページ、ウォーキングアプリ「てくてく」等に掲載します。
申込・問合　市民健康館（℡63-3800）、保健センター（℡61-1176）へ

精神保健福祉ボランティア養成講座
　心の病は誰にでも起こりうることです。心の健康について考え、「こころ病む人」に対する理解を深め、自立
と社会参加を支援する、精神保健福祉ボランティア養成講座です。

日　　時 場　　所 内　　容 講　　師

1 11月21日㊌
13：30〜16：30

医療法人桜桂会福祉施設
（塔野地字大畔216）

「疾患の理解とコミュニケー
ション」
「地域で生活を支えるとは」
施設見学

桜桂会福祉施設　施設長
林芳弘氏
地域活動支援センター管理者
渡辺久佳氏

2 11月28日㊌
14：00〜16：00 岩倉市ふれあいセンター

（岩倉市西市町無量寺2-1）

「支援者として心がけたいこ
と」
グループワーク

就労継続支援B型事業所
さくら・ワーク
管理者　小倉栄一郎氏

3 12月7日㊎
13：30〜15：30

「ボランティアとは」
フリースペース見学

岩倉市社会福祉協議会職員
木村早織氏

対象　心の健康や心病む人の問題のボランティア活動に関心のある人
定員　30人　費用　無料
申込　11月14日㊌までに電話で江南保健所健康支援課こころの健康推進グループ（℡0587-56-2157　㊏㊐㊗除く

9：00〜17：00）へ
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第19回犬山市民音楽祭出演者募集
日付　平成31年2月24日㊐　
場所　南部公民館講堂
対象　市内在住・在勤または音楽活動の拠点が市内にある団体・グルー

プ・個人
分野　クラシックまたは準クラシック
演奏時間　1ステージにつき、入退場を含めて15分以内（時間厳守）
費用　団体・グループ・個人とも3,000円（平成31年1月16日㊌の事前説

明会で集金）
申込　11月21日㊌までに所定の参加申込書（市民文化会館にあります）

に記入し、市民文化会館または音楽文化協会へ
※ソロ演奏で初参加申込者に限り、本番での演奏曲を自身で演奏し録音
したメディア（メモリーカード等）を添えて提出（事前審査あり）。
※応募者多数の場合、お断りすることもあります。
問合　犬山音楽文化協会事務局　河村（℡090-1831-4182）

南部公民館「冬の1DAY講座」募 集

講座名 日時・場所・内容・講師・定員・材料費・持物

クリスマスからお正月を
彩るリース作り

日時　12月 5 日㊌10：00〜12：00　場所　講義室
内容　クリスマスリースの寄せ植えリースをちょっと一工夫でお正月のリースへ。

作り方から飾り方の工夫、管理方法を楽しく学びます。
講師　安藤祥子氏　定員　25人　材料費　3,500円
持物　レジャーシート、園芸ばさみ、わりばし、エプロンまたは汚れてもよい服装、

手袋（使い捨て可）、持ち帰り袋

犬山産みつろうと木の実
でクリスマスキャンドル
作り

日時　12月13日㊍10：00〜12：00　場所　料理実習室
内容　犬山の入鹿はちみつの蜜ろうとかわいい木の実や草の実を使って、甘い香

りのみつろうキャンドルをゆっくり作ります。クリスマスにもぴったりです。
講師　半谷美野子氏　定員　12人　材料費　1,000円
持物　はさみ、エプロン、底のある紙袋（大きさ小〜中）

簡単で手早くできる！
お正月のおもてなし料理

日時　12月14日㊎ 9：30〜13：00　場所　料理実習室
内容　旬の食材、身近な材料で和食 3 品とデザートを作ります。
講師　田中貴久枝氏　定員　16人　材料費　1,000円
持物　エプロン、ふきん、手ふき、筆記用具

クリスマスのための
クリスマスケーキ作り

日時　12月23日㊗ 9：30〜13：00　場所　料理実習室
内容　ボールをケーキ型にし、ドーム型デコレーションケーキを 1 人 1 台ずつク

リスマス用に焼き、フルーツ、生クリーム他で飾ります（直径20cm）
講師　牧野恵子氏　定員　15人　材料費　1,500円
持物　電動ハンドミキサー（持っている人）、エプロン、ふきん、持ち帰り容器

凧
たこ

作り＆凧あげ

日時　12月26日㊌10：00〜12：00　場所　講義室
内容　和紙と竹ヒゴで凧を作り、絵を書いて完成したら凧あげをします。
講師　平林弘人氏　定員　20人　材料費　450円
持物　鉛筆、30cmものさし、新聞紙

受講料　 1 講座500円（当日集金、材料費別）
申込・問合　11月 3 日㊗〜18日㊐に直接来館または電話で南部公民館講座担当（℡68-0834　㊊休館　 9：00〜

17：00　18日は16：00まで）へ
※申し込み後のキャンセルの場合、材料費を負担していただくことがあります。

生 活

11月24日から
住生活総合調査

　国土交通省では、12月 1 日に全
国で「平成30年住生活総合調査」
を行います。
　この調査は、住生活の安定・向
上のための総合的な政策を推進す
るうえで必要となる基礎資料を得
ることを目的としています。
　今回は10月に行われた住宅・土
地統計調査にご回答いただいた世

ごみ処理に係る費用と資源物の売却益について
　平成29年度に市内で排出されたごみを処理するために支出した金額と資源物の売却益について、お知らせします。
平成29年度ごみ処理費� （円）

種別 収集運搬費 中間処理費 最終処分費・その他 合計
処理費 363,434,366 457,249,637 215,249,865 1,035,933,868
1人あたり処理費 4,890 6,152 2,896 13,938

（小数点以下四捨五入　平成30年3月31日現在人口　74,326人）

　資源物の売却益は収集を行った資源物を売却することにより平成
29年度中に得た収益金です。市の歳入として処理し、その一部は、
生ごみ処理機補助金やごみ集積場整備事業補助金、折りたたみ式収
集容器などのごみ集積場資機材支給などの事業費として使われてい
ます。地域団体による資源回収や小売店による自主的な店頭回収が
多くなったことで市が収集する量は減少していますが、社会情勢の
変動に伴い売却単価が上がり、売却益は昨年より増加しています。
　今後、都市美化センターの老朽化に伴い、維持管理の中間処理費
が増えていくことが見込まれます。新ごみ処理施設ができるまでの
間、都市美化センターを使用していくには、ごみを減らし、設備等
にかかる負担を少なくする必要があります。ごみの分別や資源物の
再利用など、さらなるごみの減量にご協力ください。
問合　環境課（℡44-0344）

平成29年度資源物の売却益� （円）
品　　目 売却益

空きびん 32,171
アルミ缶 1,844,660
スチール缶 701,005
ペットボトル 7,550,805
飲料用紙パック 471,120
プラスチック製容器包装 2,895,887
新聞 1,863,480
雑誌 566,720
段ボール 615,480
布類 163,290
鉄くず 7,066,280
携帯電話 73,100
小型家電 344,000
廃食油 170,850

計 24,358,848

帯の中から一部を選び、全国で約
12万世帯を対象として行われます。
　対象となった世帯には調査票が
配布されますので、協力をお願い
します。
問合　都市計画課（℡44-0331）

労働保険加入手続き
　労働保険とは、労災保険と雇用
保険の総称であり、農林水産の事
業の一部を除き、労働者を一人で
も雇用したら、加入手続きをしな
ければなりません。労働者を雇用
したら速やかに労働保険への加入
手続きを行いましょう。加入手続
きは、下記に相談してください。
問合　江南労働基準監督署（江南

市尾崎町河原101　℡0587-
54-2443）

　　　�犬山公共職業安定所（松本
町 2 -10　℡61-2192）

愛知県最低賃金改定
　愛知県の最低賃金は、10月 1 日
から時間額898円に改正されまし
た。
　愛知県内の事業場で働く常用、
臨時、パートなどすべての労働者
に適用されます。
　使用者は、適用される最低賃金
額以上の賃金を労働者に支払わな
ければなりません。
　日給制、月給制の労働者の場合
は、時間当たりの金額に換算して
最低賃金の時間額898円と比較し
ます。
問合　愛知労働局労働基準部
　　　賃金課（℡052-972-0257）

近隣住民に迷惑の
かかる野焼き行為は
やめましょう

　屋外での燃焼行為（野焼き）は、
農業を営むためにやむを得ないも
のなど、一部例外を除き、法律や
条例で禁止されています。しかし
ながら、野焼きによる煙や臭いで
困っているという声が多く寄せら
れています。農業を営むためにや
むを得ないものであっても、周囲
の住宅環境等に十分配慮して苦情
が出ないように努めるとともに、
野焼き行為そのものをできる限り
控えるようにしてください。
問合　環境課（℡44-0344）

　主に収集運搬費はごみの回収・容器設置等に要する費用、中間処理費は都市美化センターで焼却や破砕に要す
る費用、最終処分費・その他は最終処分場の維持管理、灰の埋立や新しい焼却施設のための基金積立費用になり
ます。
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剪
せん

定
てい

樹木粉砕機を利用してみませんか
　庭の手入れで出た木の枝を、剪定樹木粉砕機を使ってチップにしてみ
ませんか。できあがったチップは堆肥や土壌改良材に利用でき、燃える
ごみの減量にもつながります。
　個人貸出用の小型機と、町内貸出用の中型機があります。
貸出期間　 7 日間　　対象　市内在住者または市内町内会　　
持物　運転免許証等　申込・問合　環境課（℡44-0344）へ　
※事前に予約状況を問い合わせてください。

●地域で行われる資源回収
［小中学校］
10日㊏　犬山北小学校PTA
　　　　（℡61-2234）
17日㊏　池野小学校PTA
　　　　（℡67-0544）
［犬山地区］
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（寺田℡65-2680）
毎週㊍　 8：30〜10：00
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（長瀬℡61-0888）
毎週㊋㊍　社会福祉法人
　　　　　まみずの里
　　　　　きりり作業所
　　　　　（℡62-4733）
5 日㊊　大本町町内会
　　　　（林℡61-0144）
10日㊏　本町町内会
　　　　（兼松℡62-1011）
　　　　橋爪上子供会
　　　　（今井℡090-3937-4470）
18日㊐　地産団地子供会
　　　　（横井℡61-6152）
25日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸℡62-4104）
28日㊌　�上木子ども未来園保護者

会（髙木℡090-6335-5526）
［羽黒地区］
10日㊏　日の出住宅連合町内会
　　　　（尾関℡55-7135）
※団体の都合で日程が変更される
ことがあります。
※日程の変更・回収等については
各団体に確認してください。
●わん丸リサイクル小屋収益　
13,900円（市環境保全基金へ積み
立てさせていただきます）
問合　環境課（℡44-0344）

ごみ・リサイクル　11月分
●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時 11月11日㊐
9：00〜16：00

11月18日㊐
9：00〜12：00

11月25日㊐
9：00〜12：00

場所
わん丸リサイクル小屋

敷地内
（上坂公園西）

南部公民館駐車場 市役所西庁舎

回収
品目

新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・布類・飲料用紙パック・アルミ
缶・スチール缶・ペットボトル・プラスチック製容器包装・植物
性廃食用油（わん丸リサイクル小屋のみ）・ダウン率50％以上の
羽毛ふとん（わん丸リサイクル小屋のみ）

対象 市内在住の人

その他

・各自で資源容器に投入してください
・廃食用油は口が閉まるびんやペットボトル等の容器に入れて容
器ごと出してください
・羽毛ふとんはぬれないように出してください

●わん丸エコステーション（常設）

日時 平日　 8：30〜12：00　13：00〜15：30
土曜　 8：30〜11：30　※日曜・祝日は休業

場所 都市美化センター敷地内

回収
品目

エコステーションの回収品目に加えて空きびん（無色・茶色・そ
の他）、植物性廃食用油・小型家電9品目・パソコン・ダウン率
50％以上の羽毛ふとん

対象 市内在住の人

その他 ・各自で資源容器に投入してください
・羽毛ふとんはぬれないように出してください

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

日時 11月11日㊐13：00〜16：00

場所 わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）

内容 家具・小物類・古本などの販売

対象 市内在住の人

その他 一部抽選品あり（抽選は14：30から）

購入品は各自16：00までに搬出してください。

生 活

●お詫びと訂正
　 広 報 犬 山10月15日 号 3 ペ ー
ジ、「平成29年度決算の概要」
円グラフの教育費説明文にある
「障害学習」は、正しくは「生
涯学習」でした。お詫びして訂
正します。

11月は児童虐待防止推進月間
●児童虐待防止にご協力をお願いします
　児童虐待は年々増加をしており、特に死亡事例は、年間50件あまりの高い水準で推移しています。これは、お
よそ 1 週間に 1 人の子どもが命を落としている計算になります。児童虐待を無くすため、児童相談所の機能強化
や市町村での児童虐待の発生予防などの対策が図られていますが、市民の皆さんからの通報や協力も欠かすこと
はできません。痛ましい事件を防ぐためにも、虐待を発見したり、著しく子どもの様子が変だと感じたら、子ど
も未来課または児童相談所に連絡してください。早期の発見・対応が子どもたちを守ることにつながります。
●犬山市オレンジリボンキャンペーン
　オレンジリボンには「児童虐待防止」のメッセージが込められています。オレンジリボンを
身につけることで、児童虐待防止に関心を持ち、子どもたちの笑顔を守るため一人ひとりに何
ができるのかを呼びかけていく活動が「オレンジリボンキャンペーン」です。
　今年も地域活動クラブの皆さんの協力によりオレンジリボンを手作りしました。子ども未来
課で配布していますので、身につけるなどして、活動の普及に協力をお願いします。
児童虐待に関する連絡先　子ども未来課（℡61-6288）※365日24時間対応
児童相談所全国共通ダイヤル　189番（いちはやく）※近くの児童相談所につながります。

県の基準地価格を発表
　国土利用計画法に基づき、県では毎年地価調査を行い、基準地価格を公示しています。
　この基準地価格は、国の地価公示価格とともに、土地の取引をする時の参考になるものです。

●平成30年県の基準地価格（平成30年 7 月 1 日現在）

種別 所在地 1㎡当たり
の価格（円）

住宅地

1 富岡新町 5 丁目10番 90,800
2 橋爪字一丁田12番32 89,600
3 字西北野112番69 65,000
4 五郎丸字猿屋東77番17 69,800
5 上坂町 3 丁目56番 1 83,700
6 善師野字伏屋13番 29,800
7 字荒井76番 3 38,400

商業地
5 - 1 天神町 1 丁目 8 番 134,000
5 - 2 字外屋敷82番外 69,000
5 - 3 松本町 2 丁目102番 1 外 109,000

工業地 9 - 1 字味加田 1 番 1 外 57,500
林地 17 今井字宮下31番 1 860

●一定面積以上の土地取引には届出が必要
　市内の市街化区域では2,000㎡以上、市街化調整区
域では5,000㎡以上の土地の取引（売買や交換、地上
権・賃借権の設定など）をする場合は、契約締結後、
契約日を含めて 2 週間以内に土地の取得者による届
出が必要です。
　届出は、市で受け付けをして、県で利用目的を審
査して妥当性を判断します。届出をしないで取引を
した場合は、国土利用計画法違反となり処罰される
ことがありますので、注意してください。
問合　企画広報課（℡44-0312）

●平成30年国の地価公示価格（平成30年 1 月 1 日現在）

種別 所在地 1㎡当たり
の価格（円）

住宅地

1 富岡新町 5 丁目10番  90,800

2 橋爪字万願寺39番16 72,900

3 羽黒字八幡20番 5 外   55,800

4 犬山字西古券468番 56,200

5 上野新町192番 76,400

6 犬山字辰ヶ池30番 3 64,300

7 羽黒字小安101番 7 59,100

8 前原字天道新田81番173 35,600

9 字中唐曽65番22 61,400

10 松本町 3 丁目29番外  105,000

11 前原字井島 5 番14 65,100

12 五郎丸字狭間82番 7 外 59,200

13 羽黒字堂ヶ洞14番43 45,700

14 字横町191番 3 60,000

15 内田東町 8 番 3 70,200

16 犬山字中野33番 3 60,000

17 犬山字白山平53番 7 47,300

18 字城山69番 8 59,300

商業地

5 - 1 犬山字東古券313番 2 外 113,000

5 - 2 犬山字専正寺町14番 3 92,400

5 - 3 天神町 1 丁目 8 番 134,000

5 - 4 羽黒字東向畑35番 4 65,400

工業地 9 - 1 字惣作 1 番 2 50,600

Ⓡ
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生 活

主な税制改正のお知らせ
　税制改正により、平成31年度の市民税・県民税から、次の制度が適用されます。
1 .配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
　　控除の対象となる配偶者の所得金額と控除の金額が次のとおり変わります。
　　・配偶者特別控除の対象が広がります。（配偶者合計所得：76万円未満→123万円以下）
　　�・本人の合計所得金額が900万円を超えると、控除額が段階的に減額され、1,000万円を超えると控除を受け

られなくなります。

市税だより
■税を考える週間　11月11日㊐〜17日㊏
　「税を考える週間」は、生活に深い関わりを持っている税について、そのしくみや使われ方など多くの皆さん
に正しく理解してもらうために設けられています。この期間を中心に税務行政に関わるさまざまな取り組みが行
われます。
●税の作品展
日時　11月12日㊊〜16日㊎　　場所　市役所 1 階市民プラザ
展示作品　税をテーマにした市内小学生の習字　　問合　税務課　庶務担当（℡44-0315）

■無料税務相談
日時　毎週月曜・水曜日（㊗を除く）10：00〜16：00（通年開催）
※「税を考える週間」では、通年の開催に加え、11月10日㊏、11日㊐、13日㊋も開催します（原則予約制）。
場所　東海税理士会小牧支部事務局（小牧市中央 1 丁目346　木津用水会館 2 階）
問合　東海税理士会小牧支部（℡72-9712）ホームページ（http://www.toukaizei-komaki.jp/）

2 .少額投資非課税制度（NISA）について
　少額投資非課税制度（NISA）について、現行の非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置のほか、新たに
非課税累積投資契約に係る非課税措置（積立NISA）が創設されました。
　この積立NISAは累積投資勘定の設定が必要で、一定の条件のもと、平成30年 1 月 1 日以後この勘定へ受け入
れる上場等株式投資信託について適用されます。
問合　税務課　市民税担当（℡44-0314）

【平成30年度まで】
※配偶者特別控除について納税義務者の
所得制限があります。

【平成31年度から】
※配偶者控除及び配偶者特別控除について納税義務者の
所得制限があります。下図の控除額は納税義務者の合計
所得が900万円以下の場合です。

配偶者70歳
以上加算

38

33

0 38 76未満

配偶者控除 配偶者
特別控除

控
除
額（
万
円
）

配偶者の合計所得（万円）

配偶者70歳
以上加算

38

33

0 38 90 123以下

配偶者控除 配偶者
特別控除

控
除
額（
万
円
）

配偶者の合計所得（万円）

社会保険料
（国民年金保険料）
控除証明書を送付

　平成30年中に国民年金の保険料
を納めた人へ、日本年金機構から
11月上旬に送付します。年末調整
や確定申告の際に添付が必要とな
りますので、大切に保管してくだ
さい。
　ただし10月 2 日から年末までに
初めて保険料を納めた人について
は、来年 2 月上旬の発送となりま
す。問い合わせ専用ダイヤルが下
記のとおり開設されていますの
で、証明書の内容については日本
年金機構に問い合わせてください。
開設期間　11月 1 日㊍ 〜平成31年
　　　　　 3 月15日㊎
時間　㊊〜㊎　 8：30〜19：00
　　　第 2 ㊏　 9：00〜17：00
※㊏㊐㊗（第 2 ㊏除く）、12月29
日〜 1 月 3 日は休み
問合　日本年金機構
「ねんきん加入者ダイヤル」
（℡0570-003-004ナビダイヤル）
※050から始まる電話でかける場
合は℡03-6630-2525

育てよう
自分に勝てる子
負けない子

　11月は子ども・若者育成支援県
民運動強調月間です。
　子ども・若者は社会の宝です。
未来を担う子ども・若者が健やか
に成長し、社会生活を円滑に営む
ことができるよう、家庭・学校・
企業・地域で温かく見守り支援し
ていきましょう。
　市青少年健全育成市民会議で
は、優しい社会を作るはじめの一
歩として、おあしす（あいさつ）
運動を駅前や市内の小中高等学校
通学路、校門付近で実施していま
す。皆さんの参加を待っています。
　11月には市内 6 駅で一斉におあ
しす運動を行います。
日時　11月16日㊎
　　　 7：00〜善師野駅、富岡前駅
　 　 7：30〜犬山駅、羽黒駅、
　　　　　　　楽田駅、犬山口駅
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）

全国一斉「女性の
人権ホットライン」
強化週間

　DV、セクハラ、ストーカー行
為といった女性に関する人権問題
について、強化週間を設けて相談
に応じます。相談内容の秘密は固
く守られますので、気軽に相談し
てください。
日時　11月12日㊊〜16日㊎
　　　 8：30〜19：00
　　　11月17日㊏、18日㊐
　　　10：00〜17：00
※通常は㊏㊐㊗除く 8：30〜17：15
相談専用電話　女性の人権ホット
ライン（℡0570-070-810）
問合　名古屋法務局人権擁護部

（℡052-952-8111　内線1831）

善意ありがとう
ございます

●福祉基金へ
　3,000円　K・K

■所得税の青色申告決算等説明会および年末調整等説明会

種類 日時 場所 対象者

所得税の青色申告決算等
説明会

11月20日㊋10：00〜12：00 春日井市東部市民センター 個人で青色申告をしてい
る人11月22日㊍10：00〜12：00 小牧市市民会館

年末調整等説明会
11月20日㊋13：15〜15：15 春日井市東部市民センター 個人および法人の源泉徴

収義務者11月22日㊍13：15〜15：15 小牧市市民会館

※青色申告決算書関係書類は国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）からダウンロードすることもできます。
問合　小牧税務署　青色申告決算等説明会担当（℡72-2113）　年末調整等説明会担当（℡72-2116）

■消費税軽減税率制度等説明会

種類 日時 場所 対象者

消費税軽減税率制度等
説明会

11月20日㊋15：30〜16：30 春日井市東部市民センター
個人および法人の事業者

11月22日㊍15：30〜16：30 小牧市市民会館

※事前申し込みは不要ですが、会場の収容人員の都合により参加できない場合もあります。
※駐車場には限りがありますので、来場の際には公共交通機関等を利用してください。
問合　小牧税務署　法人課税第一部門（℡72-2115）
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保存版 市役所業務案内
犬山市役所　〒484-8501　犬山市大字犬山字東畑36番地（犬山駅西口徒歩 5 分）
　　　　　　　　　　　　℡0568-61-1800（代表）
　　　　　　開庁時間　㊊〜㊎（㊏㊐㊗、年末年始は除く） 8：30〜17：15
　　　　　　駐車場　　200円/ 1 時間
　　　　　　　　　　　20分以内無料または来庁者は無料（ 1 階総合受付か各課窓口で駐車券を提示してください）

市外局番は（0568）

業　務 担当課/市役所フロア 電話番号

戸籍届出・転入転出

戸籍、住民票、印鑑登録・証明、マイナンバーカードの交付 市民課 1 階 44-0303

※�出張所では、戸籍、住民票、印鑑登録・証明、税証明、市税等の納付
などができます。

城東出張所 61-0310

羽黒出張所 67-0004

楽田出張所 67-1004

池野出張所 67-0044

子ども・学校

子ども医療、母子父子家庭医療 保険年金課 1 階 44-0328

教育委員会、幼・小・中学校教育、就学援助（要保護・準要保護） 学校教育課 3 階 44-0350

児童手当、児童扶養手当、遺児手当、子ども会 子ども未来課 1 階 44-0323

子ども未来園（保育園） 子ども未来課 1 階 44-0324

児童館・児童センター、児童クラブ、児童虐待、DV関連 子ども未来課 1 階 44-0322

子育て支援
（ 0 〜 3 歳の子育て相談・講座、ファミリー・サポート・センター） 子ども未来課 1 階 44-0324

健康・福祉・障害者

成人保健（健康づくり、健康診査、がん検診）、精神障害者健康相談、
休日急病診療所 健康推進課（市民健康館） 63-3800

母子保健（母子手帳、乳幼児健診）、予防接種、犬の登録 健康推進課（保健センター） 61-1176

民生委員・児童委員、日本赤十字社、福祉バス、生活保護、福祉会館、
くらし自立サポートセンター（生活困窮者相談） 福祉課 1 階 44-0320

障害者手帳、障害福祉サービス、障害者関係手当、自立支援医療 福祉課 1 階 44-0321

障害者医療、精神障害者医療 保険年金課 1 階 44-0328

高齢者

高齢者福祉サービス、高齢者あんしん相談センター、老人クラブ 長寿社会課 1 階 44-0325

介護保険（要介護認定、介護サービス、介護保険料） 長寿社会課 1 階 44-0326

後期高齢者医療、後期高齢者福祉医療 保険年金課 1 階 44-0328

国民年金・国民健康保険（国保）

国民年金（年金加入、年金免除、年金相談） 保険年金課 1 階 44-0328

国民健康保険（国保の加入、高額療養費、国保税） 保険年金課 1 階 44-0327

清掃・公害・上下水道

ごみの収集・処理・減量推進、し尿処理・浄化槽、都市美化センター 環境課 3 階 44-0344

公害防止対策（騒音、振動、悪臭）、太陽光パネル等設置補助金、自然保護 環境課 3 階 44-0345

水道新規申し込み、工事 水道課 2 階 62-9300

水道料金、水道（開始・休止・用途変更・名義変更） 水道課 2 階 61-8711

公共下水道、農業集落排水 下水道課 2 階 44-0337

業　務 担当課/市役所フロア 電話番号

税金

個人市民税・法人市民税 税務課 1 階 44-0314

固定資産税、都市計画税、軽自動車税 税務課 1 階 44-0315

納税相談、市税等の納付、納税証明 収納課 1 階 44-0316

交通・防犯

交通安全対策、防犯対策、コミュニティバス 地域安全課 3 階 44-0347

防災・消防

防災、災害時の避難対策・罹
り

災証明、自主防災組織 地域安全課 3 階 44-0346

消防統計、消防団 消防総務課 65-3121

火災予防、消防用設備、危険物指導、火災の罹
り

災証明 予防課 65-3123

消防・救急業務、救急法指導講習、街頭消火器、消火栓、防火水槽、
自主防災指導 消防署 65-0119

土地・住まい

都市計画決定・変更、都市計画の制限 都市計画課 2 階 44-0330

建築確認・開発許可等 都市計画課 2 階 44-0331

建築建物耐震化、景観、空き家対策、定住促進 都市計画課 2 階 44-0331

道路・河川・用排水路・ため池・公園の整備 整備課 2 階 44-0332

道路・河川・用排水路・ため池・公園の維持・管理、街路灯の新設・修繕 土木管理課 2 階 44-0334

産業・観光

商工業の振興、企業立地、消費生活 産業課 3 階 44-0340

農地転用、農業振興 産業課 3 階 44-0341

観光事業の振興、鵜飼事業 観光交流課 3 階 44-0342

スポーツ・文化・交流

スポーツ振興（市民大会、マラソン、スポーツ推進委員）、
スポーツ施設 文化スポーツ課 3 階 44-0352

生涯学習活動（市民総合大学、子ども大学、市民講師）、
生涯学習施設・公民館 文化スポーツ課 3 階 44-0353

文化・芸術活動 （市民文化会館） 67-2411

図書館 （市立図書館） 62-6300

青少年健全育成、青少年センター 文化スポーツ課 3 階 44-0353

文化財保護、伝統文化、郷土史 歴史まちづくり課 3 階 44-0354

国内外都市間交流、多文化共生、犬山国際観光センター 観光交流課 3 階 44-0343

議会・監査・選挙・広報・その他

議会、請願・陳情、議会報（議会の手帖） 議事課 6 階 44-0307

監査 監査事務局 5 階 44-0309

選挙、統計、庁舎管理、情報公開、市職員人事 総務課 4 階 44-0300

市民活動の支援、町内会、コミュニティ 地域安全課 3 階 44-0347

広報紙の発行、市ホームページ 企画広報課 4 階 44-0311

政策調整、総合計画、土地利用計画、平和行政 企画広報課 4 階 44-0312

予算の編成・執行管理、財政計画、工事の検査 経営改善課 4 階 44-0313

情報管理、システム管理 情報管理課 5 階 44-0304

公金の収入・支出、決算の調整、愛知県収入証紙の販売 会計課 1 階 44-0308

※広報を読み終わった後もこのページを保存してください。
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相 談

若者の就労無料相談
　専門のキャリアカウンセラー
（進路・就職相談の専門家）によ
る個別相談と適性診断を実施しま
す。
日時　11月14日㊌10：00〜12：00
　　　　　　　　13：00〜16：00
場所　ハローワーク犬山　プレハ
　　　ブ会議室
対象　無業の状態にある若者（15

歳〜39歳）、子どもの就職
に悩みがある保護者

定員　 5 人
費用　無料
申込　前日までにいちのみや若者

サポートステーション（℡
0586-55-9286　 ㊋ 〜 ㊏10：
00〜17：00）へ

健 康

成年後見制度
無料相談会

　「成年後見制度」は、認知症や
知的障害、精神障害などにより、
判断能力の不十分な人に対して、
家庭裁判所が定めた代理人が、財
産管理や施設入所、介護・障害
サービスの契約締結や解除などを
行い、本人の利益を守る制度です。
制度内容や制度利用に関する相談
など、お困りの人の個別相談に応
じます。
日時　11月21日㊌13：00〜15：00
場所　福祉会館 4 階401会議室
申込　不要
問合　一社）コスモス成年後見サ

ポートセンター愛知県支部
事務局（℡052-908-3022）

健康相談窓口
　産業医等による健康相談を行い
ます。相談内容や指導内容につい
ては秘密を厳守します。
日時　11月16日㊎14：00〜16：00
　　　（受付・申込は15：30まで）
場所　犬山商工会議所
対象　従業者数50人未満の事業者

やその事業場で働く人
費用　無料
申込・問合　尾北医師会（℡0587
　　　-95-7020）か犬山商工会議

所（℡62-5233）へ
※予約制ですが当日も申し込みが
できます。

一日犬山年金事務所
を開設

　年金制度に対する理解を深める
ため一宮年金事務所（日本年金機
構）の職員が、市役所で一日年金
事務所を開設します。
　年金受給の手続きや相談、国民
年金保険料の納付の相談、厚生年
金・健康保険の加入の相談、その
他制度に関する相談を行います。

日時　11月22日㊍10：00〜12：00
　　　　　　　　13：00〜15：00
場所　市役所 2 階204・205会議室
持物　①基礎年金番号の分かる年

金手帳・年金証書など
　　　�②本人を確認できる免許

証・健康保険証など（代理
人の場合は委任状が必要）

　　　�③相談・手続きの内容に応
じて、必要な書類、案内文
書など

定員　�①年金受給の手続きや相談
　　　16人（事前予約必要）
　　　②納付相談等　定員なし
※①の予約方法は11月12日㊊〜16
日㊎ 8：30〜17：15に電話で保険年
金課年金担当へ
※混雑状況により待ち時間があり
ます。
問合　保険年金課年金担当
　　　（℡44-0328）
　　　一宮年金事務所国民年金課
　　　（℡0586-45-1418）

秋の火災予防運動
　秋の火災予防運動を11月 9 日㊎〜15日㊍に実施します。秋は空気が乾
燥し、火災が発生しやすくなります。火災予防対策をしっかりと行い、
大切な命と財産を火災から守りましょう。
●防火ポスター展の実施
　市内小中学生より応募された作品の中から、優秀作品の33点を市立図
書館に展示します。
期間　11月 2 日㊎〜16日㊎
場所　市立図書館 1 階ロビー
犬山市長賞　小学生の部　犬山西小学校 4 年　村山疾風さん
　　　　　　中学生の部　南部中学校 1 年　　中野芭菜さん

●一日消防署長防火イベント
　一日消防署長として任命された子どもたちが、消防官の制服姿で城下
町を歩きながら、火災の予防を呼びかけます。
日時　11月11日㊐ 9：00〜12：00
場所　城下町
問合　消防本部予防課（℡65-3123）

平成30年度
危険物取扱者試験

日程
　第 8 回　 1 月20日㊐全種類
　第 9 回　 1 月27日㊐全種類
　願書配布　11月12日㊊〜
　電子申請　12月 1 日㊏ 9：00〜
　　　　　　　　10日㊊17：00
　書面申請　12月 4 日㊋〜13日㊍
場所　名古屋工学院専門学校
※書面申請の場合は、消防本部・
各出張所で願書を配布します。
問合　消防本部予防課
　　　危険物担当（℡65-3123）

▲村山疾風さんの作品 ▲中野芭菜さんの作品

生 活
都市計画の変更案
の縦覧

　都市計画の見直しに係る変更案
を縦覧します。
　この変更案について、意見のあ
る人は縦覧期間満了の日までに愛
知県宛てに意見書を提出すること
ができます。
期間　11月13日㊋〜27日㊋
　　　　（㊏㊐㊗を除く）
場所　県建設部都市計画課、市都

市計画課
内容　「尾張都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針」の変
更案

問合　都市計画課（℡44-0330）

裁判員制度
まもなく名簿記載
通知が発送されます

　平成31年の裁判員候補者に登録
された人を対象に、11月中旬頃、
裁判所から名簿に登録されたこと
の通知（名簿記載通知）が送られ
ます（平成31年 1 月 1 日時点で20
歳以上の人に限られます）。
　この通知は来年 2 月頃から再来
年 2 月頃までの間に裁判員に選ば
れる可能性があることを事前に周
知し、あらかじめ心づもりをして
いただくためのものです。
　なおこの段階では、まだ具体的
な事件の裁判員候補者に選ばれた
わけではありません。実際に裁判
員候補者となった場合には、別途
裁判所から通知があります。
問合　名古屋地方裁判所裁判員係
　　　（℡052-203-8916）

健康なんでも相談
　無料・予約不要で、市内の医師
に気軽に相談できる健康相談です。
日時　11月13日㊋13：30〜15：00
場所　市民健康館
医師　犬山病院　高沢悟氏
定員　なし（当日先着順）
問合　市民健康館（℡63-3800）

こころの悩み相談
〜精神科専門医による相談〜
「最近眠れない日が続いている」
「何もやる気がしない」等、本人
の悩みの相談の他、家族への対応
についての相談も可能です。
日時　11月29日㊍13：30〜15：30
　　　（ 1 人30分程度）
場所　市民健康館

医師　くりきメンタルクリニック
　　　院長　栗木隆司氏
定員　 4 人
費用　無料
申込・問合　11月27日㊋までに市

民健康館（℡63-3800）へ

成人歯科健康診査
　 5 月下旬に歯科健診の対象者に
無料クーポン券を送りましたが、
まだ受診していない人は受診しま
しょう。なおクーポン券を紛失し
た場合は、市民健康館または保健
センターで再発行します。
期間　12月29日㊏まで
　　　（医療機関の休診日は除く）
場所　市内・扶桑町の受託歯科医院
対象　30年度中に30歳、40歳、50

歳、60歳、70歳になる人
費用　無料
持物　無料クーポン券、健康手帳、

歯ブラシ、保険証
問合　市民健康館（℡63-3800）
※受託歯科医院へ事前予約して健
診を受けてください。

緑内障検診
　 5 月下旬に緑内障検診の対象者
に受診券を送りましたが、まだ受
診していない人は受診しましょ
う。なお受診券を紛失した場合は、
市民健康館で再発行します。
期間　12月29日㊏まで
　　　（医療機関の休診日は除く）
場所　犬山駅西病院
　　　こばやし眼科
　　　さとし眼科クリニック 
　　　総合犬山中央病院
　　　宮田眼科
対象　30年度中に40歳、50歳、60

歳、70歳になる人
費用　700円
持物　受診券、健康手帳
問合　市民健康館（℡63-3800）
※上記医療機関へ事前予約して検
診を受けてください。
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子 育 て

高 齢 者

膠
こう

原
げん

系難病患者
医療相談会

日時　11月20日㊋14：00〜16：00
場所　江南市布袋ふれあい会館
　　　（江南市布袋町東359）
講師　藤田医科大学病院 膠原病

内科医師 西野譲氏
対象　全身性エリテマトーデスや

強皮症、皮膚筋炎、多発性
筋炎などの膠原系難病の患
者とその家族

申込・問合　11月13日㊋までに電
話で江南保健所健康支援課
地域保健グループ難病担当
（℡0587-56-2157）へ

神経系および膠原系
難病患者家族のつどい

日時　11月28日㊌13：30〜15：30
場所　江南市布袋ふれあい会館
　　　（江南市布袋町東359）
内容　レクリエーション
講師　江南厚生病院作業療法士
　　　牧梨紗氏、平松有貴氏
対象　パーキンソン病や多系統萎

縮症、脊髄小脳変性症など
神経系難病の患者と家族、
全身性エリテマトーデスや
強皮症、皮膚筋炎、多発性
筋炎など膠原系難病の患者
と家族

申込・問合　11月27日㊋までに電
話で江南保健所健康支援課
地域保健グループ難病担当
（℡0587-56-2157）へ

健康体力チェックと
運動処方

　「体力が落ちてきたな」と感じ
ることはありませんか。現在の体
力をチェックしましょう。健康運
動指導士が効果的な運動方法をア
ドバイスします。

日時　11月29日㊍10：00〜11：30
場所　市民健康館
内容　握力測定、長座体前屈など

の体力測定
※年齢や体調によりチェック項目
が異なります。
費用　無料
持物　健康手帳、室内履き運動靴、

過去に受けたことのある人
は体力チェック表

※運動できる服装で来てください。
申込・問合　11月15日㊍から市民

健康館（℡63-3800）へ

アルコール関連問題
啓発週間

11月10日〜16日
　アルコールの多量飲酒や未成年
や妊婦などの「不適切な飲酒」は、
がん等臓器障害、アルコール依存
症、さらには暴力・虐待や飲酒運
転、うつ・自殺などのリスクを高
める危険性もあります。本人のみ
ならず、家族や社会にも深刻な事
態をもたらすさまざまな問題をひ
とりひとりが理解し、アルコール
健康障害の予防とお酒の問題につ
いてこの機会に考えてみませんか。
問合　NPO法人愛知県断酒連合

会（℡052-824-1567）

健康プラン21
アルコール

　アルコールには気持ちをリラッ
クスさせ、血液の流れを良くする
効果がありますが、過度な飲酒は
肝機能障害をはじめ、さまざまな
健康障害を引き起こす要因となり
ます。
　習慣的に必要以上のアルコール
を摂取し続け、肝硬変を発症する
と、治すことが困難になります。
またお酒自体のカロリーだけでな
く、アルコールによる食欲増進効
果で食べ過ぎにつながり、内臓脂
肪型肥満（メタボリックシンド
ローム）など生活習慣病のリスク

が高まります。
①適度な飲酒量を守る
　年齢などによっても異なります
が、純アルコール量で20gと定め
られています（ビール中瓶約 1 本
分、日本酒約 1 合分）。
②休肝日を設ける
　毎日飲酒をすると肝臓がアル
コールを分解するために働き続
け、疲労していきます。肝臓を休
ませるために週 2 回の休肝日を設
けることが推奨されています。
③長時間飲み続けない
　お酒はだらだら飲み続けず、時
間を区切って飲むようにしましょ
う。寝つきをよくするための飲酒
は、睡眠の質を下げてしまう可能
性があるので注意が必要です。
④少量ずつ飲む
　短時間に大量に飲むと、肝臓へ
の負担が重くなります。食事やつ
まみをとりながらゆっくり飲みま
しょう。市民健康館では毎月断酒
会会員によるアルコール相談を
行っています。お酒に強い体質の
人でもアルコールが心身に及ぼす
影響は他の人と同じです。この機
会にお酒の飲み方を見直してみま
しょう。
問合　市民健康館（℡63-3800）

ウォーキングアプリ
「てくてく」で
健康づくり

※アプリは無料で利用できます。
通信にかかる費用は利用者の負担
となります。
※QRコード
【iOS】

【Android】
※てくてくを利用するには、まず
GoogleFitの設定が必要です。

問合　市民健康館（℡63-3800）

健 康 11月に満85歳に
なる人へ

　高齢者の外出支援として、タク
シー料金の基本料金相当額を助成
しています。85歳の誕生日の前日
から交付の手続きができます。
対象　満85歳以上の人（障害者タ

クシー料金助成の対象とな
る人を除く）

枚数　最大14枚
持物　印鑑、顔写真（縦 4 cm×

3 cm） 1 枚
申込・問合　長寿社会課高齢者福

祉担当（℡44-0325）へ

高齢者が地域で
集える場を紹介

　市では、住みなれた地域でいつまでも暮らせる地域づくりを推進して
います。誰でも気軽に集える場は、孤立防止や介護予防、認知症予防に
もつながります。近くで集える場を知りたいときは、お住まいの地区の
高齢者あんしん相談センターに問い合わせてください。
●楽田いきいきクラブ
　高齢者あんしん相談センター主催の
筋トレ教室卒業生が、卒業後も運動を
継続するために立ち上げたサロンで
す。毎週㊊10：00〜11：30に楽田ふれあ
いセンターで、ボールを使った筋力ト
レーニングやコグニサイズなどを行っ
ています。活動を行いながら、「筋トレが足の筋肉に効いている」「筋力
を維持することが大切だね」などの会話が交わされ、筋力トレーニング
の効果を感じながら楽しく活動しています。
　楽田地区の集える場に関する問い合わせは、楽田地区高齢者あんしん
相談センター（℡68-6165）へ
※掲載を希望される住民主体の活動を随時募集しています。
問合　長寿社会課（℡44-0325）

後期高齢者医療加入者に協定保養所利用料を助成
〜保養所でのんびり過ごしてみませんか〜
　愛知県後期高齢者医療制度に加入している人は、下記の宿泊施設（協
定保養所）に宿泊すると、 1 泊あたり利用料金が加入者 1 人につき1,000
円安くなります（ 4 月 1 日から平成31年 3 月31日宿泊分まで、全保養所
合わせて 4 回まで）。同窓会や仲間での会合など、お得に利用できます。

場所 協定保養所名 電話番号
豊田市 豊田市　百年草 0565-62-0100
桑名市 名古屋市休養温泉ホーム松ケ島 0594-42-3330
東浦町 あいち健康の森プラザホテル 0562-82-0211
田原市 シーサイド伊良湖 0531-35-1151
蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696
江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5555

※レイクサイド入鹿は平成30年 3 月31日に閉館しました。
利用方法　
①協定保養所へ電話で申し込む（申し込みの際、「愛知県後期高齢者医療
の被保険者である」と伝えてください）。
②宿泊当日に「後期高齢者医療被保険者証」を持って行き、宿泊施設の
窓口で保険証を（利用 2 回目以降の人は「利用カード」も併せて）提示
する（保険証の提示がない場合は、助成を受けられません）。
③通常料金から1,000円を差し引いた額で支払う。
※初めて助成を利用する場合、協定保養所から「利用カード」を渡します。
このカードで利用回数を確認するのでなくさないでください。
問合　愛知県後期高齢者医療広域連合　給付課（℡052-955-1205）

子ども・子育てに
関するアンケートに
ご協力を

　平成32年度からの第 2 期子ども・
子育て支援事業計画を策定するに
あたり、市民の皆さんの保育サー
ビスのニーズや、子育て環境を把
握し、計画に反映させていくため
アンケートを実施します。
　無作為で抽出した就学前の子ど
もの保護者約1,800人と、小学生
の保護者約1,500人が対象です。
　抽出された人には、11月中旬か
らアンケート用紙を配布します。
市内の幼稚園や保育園、小学校に
子どもが通っている保護者には各
施設経由で、それ以外の人は郵送
で配布します。
　質問数が多いですが、皆さんの
回答が、今後の子ども・子育て施
策に大きく関係しますので、ご協
力をお願いします。
問合　子ども未来課（℡44-0324）

GoogleFit てくてく

⇨



20 21広報犬山　H30.11.1号 広報犬山　H30.11.1号

　各施設で子育て支援事業を実施しています。日程は変更されることがあります。
★児童館・児童センター　問合　犬山西児童センター（℡62-3041）

事業名 対　象 日　時 場　所 内　容 その他

子育て広場
「ぽんぽこ」

未就園の乳幼児
（ 0 歳から）と
保護者

毎週㊊〜㊎
（㊗除く）
10：00〜15：00

市内児童館・
児童センター

スタンプ遊び、絵
をかいて遊ぼうな
ど

各児童館・児童センター
で「秋を見つけよう」の
遊びを企画します。ぽん
ぽこだよりを見てくださ
い。

パパも
　あそぼう

未就園の乳幼児と
父親
（家族も大歓迎）

11月17日㊏
10：30〜11：30

犬山西児童
センター 作って遊ぼう 各児童館・児童センター

でも自由に遊べます。

★子育て支援センター　問合　さら・さくら つどいの広場（℡63-3817）
事業名 対　象 日　時 場　所 内　容

すくすくタイム 生後 3 か月〜 5 か月の
子どもと保護者

11月14日㊌
13：30〜14：30

市民健康館

交流・情報交換

にこにこタイム 未就園の多胎児と保護者
多胎児妊婦

11月14日㊌
10：30〜11：30 親子遊び・情報交換

さくらっこ
　ひよこ

6 か月〜 1 歳未満の
子どもと保護者

11月 9 日㊎
10：30〜11：30

歌・体操・ふれあい遊び・
お話

さくらっこ
　あひる

1 歳〜 1 歳 6 か月の
子どもと保護者

11月30日㊎
10：30〜11：30

歌・体操・ふれあい遊び・
歯みがき講座

わくわくっこ
　コアラ

1 歳 6 か月〜 2 歳 6 か月
の子どもと保護者

11月15日㊍
10：30〜11：30 英語で遊ぼう・絵本

※0・1・ 2 歳児を持つ親の勉強部屋 3 期は11月20日、27日、12月 4 日、11日、19日です。

★ファミリー・サポート・センター　問合　ファミリー・サポート・センター（市役所内）（℡63-3818）
事業名 対　象 日　時 場　所 内　容

ファミリー・サポー
ト・センター講習会
第 3 期

ファミリーサポート会員
子育てに関心のある人

11月 8 日㊍・
14日㊌・21日㊌
10：00〜11：30

市民健康館
乳幼児の生活・発達・健康
について専門家から講習を
受けます。

★相談事業
相談名 日　時 場　所

子育て

毎日（㊐㊊㊗市民健康館休館日除く） 9：00〜16：00
（来所による相談　10：00〜15：00） さら・さくらつどいの広場（℡63-3817）

毎日（㊏㊐㊗除く） 9：00〜16：00
（来所による相談　10：00〜15：00）

犬山市子育て支援センター（℡61-7533）
※城東第 2 子育て支援センターは休館中です。

家庭児童 毎日（㊐㊗除く） 9：00〜16：00 家庭児童相談室　（℡62-4300）

利用者支援 毎日（㊏㊐㊗除く） 8：30〜17：00
※子育ての情報を提供し、相談・援助などを行います。 子ども未来課（℡44-0324）

発達支援
（要予約）

11月15日㊍　 3 歳児〜中学生
① 9：15〜　②10：45〜　③13：00〜　④14：30〜 子ども未来センター（℡61-1295）

すくすく❣

いぬまる

毎日（㊏㊐㊗除く） 8：30〜17：00※妊娠、出産、子育て期の相談に保健師や助産師等が対応します。
専用電話℡44-0359（保健センター内）
専用アドレスsukusukuinumaru＠city.inuyama.lg.jp（電話で対応しますので名前や電話番号を記載）

11月の子育て支援事業子 育 て 子育て家庭優待事業
「はぐみんカード」で子育てにあたたかい社会づくり

　市では、子育て家庭を地域全体で支援
するとともに、地域の商業振興のために、
県と協働で「子育て家庭優待事業」を実
施しています。はぐみんカードは、全国
共通展開ロゴマークのステッカーを貼っ
た店舗や施設で利用できます。
　なお市では子育て家庭優待事業の趣旨に賛同し、協賛いただける店舗
や施設を募集しています（協賛金はかかりません）。
配布場所　子ども未来課、各児童館・児童センター、子育て支援センター

（市民健康館内、橋爪・城東第 2 各子ども未来園内）
※カードは、子ども 1 人につき 1 枚です。
※カード裏面に子どもの氏名、生年月日を記入して利用してください。
※カードの有効期限は、満18歳に達した最初の 3 月31日までです。
※妊娠中の人には、保健センターが毎週㊋に母子健康手帳を交付すると
きに、はぐみんカードを配布しています。
再交付・交換
・カードを破損または紛失した場合は、再交付します。
・再交付の場合、保険証など子どもの生年月日のわかるもの（妊娠中の
人は母子健康手帳）
・交換の場合、使用していたはぐみんカードを持ってきてください。
※詳しい事業内容や協賛店舗「はぐみん優待ショップ」
については、愛知県ホームページ「あいちはぐみんネッ
トhttp://www.pref.aichi.jp/kosodate/hagumin/」 を
見てください。右記QRコードから見ることができます。
※店舗や施設によっては「子どもが同伴でないと利用できない」「利用で
きる日にちが決まっている」など条件があります。
問合　子ども未来課育成担当（℡44-0323）

2018「白帝フォト」
写真展

　写真愛好家の会員17人による作
品。日頃の撮影活動の中から自然
風景、街中のスナップ、動物など
独自の視点で撮影した51点を展示。
日時　11月 6 日㊋〜11日㊐
　　　（初日12：00から　 9 日㊎は

13：00〜17：00　最終日16：

00まで）
場所　市立図書館 2 階展示ギャラ

リー
問合　中道（℡62-4365）

戌
いぬ

年二人の水墨画展
　優しい先生と素敵な仲間に恵ま
れ、楽しく学び10数年。偶然出会っ
た戌年の先輩との二人展です。
日時　11月 9 日㊎〜23日㊗（初日

12：00から、最終日14：00まで）
場所　名鉄犬山ホテル（別館への

連絡通路）
問合　蘭風水墨画院 楽風会
　　　河村（℡67-1102）
　　　奥村（℡090-7618-2262）

アート×てつがく対話
　Eテレでも話題になった子ども
のてつがく対話。絵をみながら想
像力を働かせた自由な対話を楽し
みましょう。
日時　11月10日㊏10：00〜11：45
場所　楽田ふれあいセンター多目

的ホール
対象　小学生以上
定員　約20人
費用　500円
申込・問合　犬てつ（犬山×こど

も×大人×てつがく×対
話）（Eメールinutetsu1＠g

　　　mail.com）へ
※詳細はhttps://www.facebook.
com/inutetsu1/を見てください。

ザ・朝市オブ犬山
秋のしし鍋振る舞い

日時　11月11日㊐ 7：15〜
　　　（雨天決行）
場所　木曽川河畔遊歩道
　　　（犬山橋下流）
定員　先着600人
費用　無料
問合　日比野（℡61-4189）

秋の清掃山行
参加者募集

日付　11月11日㊐
場所　尾張冨士から入鹿池一周
集合　 7：50尾張冨士駐車場
　　　（下の段）
　　　出発 8：00　解散14：30
費用　無料
持物　昼食、飲み物、軍手、ごみ

袋
※山歩きができる服装で。
申込・問合　犬山勤労者山の会
　　　「マップ」の藤井（℡48-

2602）へ
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第22回
おもしろそうだがや

　通り沿いに約100ブースが並び、
手作り作品の展示や実演・体験
コーナーもあります。余遊亭では
生演奏が行われ、食べ物の店が並
びます。
日時　11月11日㊐10：00〜16：00
※雨天決行
場所　魚屋町・余遊亭（余坂町）
※開催時間内は歩行者天国になり
ます。
問合　おもしろそうだがや実行委

員会事務局/ぎゃらりぃ木
屋（℡・Fax61-0591　㊋㊌休）

第 6回
ふれあい演芸会

日時　11月11日㊐13：00開演
　　　（約 2 時間）
場所　犬山西老人憩の家
内容　演舞、剣舞、安来節、犬山

女性の会の合唱、マジック
ショー、ペルーの民族舞踊、
南米民族音楽、歌謡ショー

問合　ふれあい演芸会実行委員
　　　奥村（℡090-8076-4195）

不用品バンク
INUYAMAのバザー

　不用品のリユース（再利用）運
動。新品か状態のよい衣類（夏物
を除く）、タオル類、洗剤、台所
用品、バッグなどを預かり販売し
ます。
日時　不用品受付
　　　11月12日㊊、13日㊋
　　　即売日14日㊌

　　　いずれも10：00〜12：00
　　　精算日15日㊍10：00〜15：00
場所　清水屋犬山店 6 階
　　　イベントホール
問合　小林（℡68-8389　㊏㊐除

く 9：30〜16：00）
※売上の30％は運営費とします。
※マイバックを持参してください。

第12回オカリナ・
フロックスコンサート

日時　11月13日㊋13：30〜14：30
場所　市民健康館交流ホール
曲目　埴生の宿、叱られて、庭の

千草、さくら貝の歌、北酒
場、銀座カンカン娘ほか

費用　無料
問合　オカリナ・フロックス事務

局　武澤（℡62-2421）

第14回笑むの会
水彩画展

日時　11月13日㊋〜18日㊐
　　　�9：00〜17：00（ 初 日13：00

から、最終日16：00まで）
場所　旧磯部家住宅　展示室
費用　無料
問合　旧磯部家住宅（℡65-3444）

手づくり・ニット
作品展

日時　11月15日㊍、16日㊎
　　　 9：00〜17：00
場所　犬山国際観光センターフロ

イデ 2 階
内容　手づくり小物とニット作品

（約100点）の展示
問合　佐藤（℡62-3573）

第55回いけ花展
in犬山城下町

　生花と犬山の名所を取り入れた
いけ花展です。
日時　11月17日㊏、18日㊐

　　　10：00〜16：00
　　　（18日は15：00まで）
場所　余遊亭
問合　吉田（℡090-8321-0689）

自分でできる
ツボ刺激体験

　ツボを使った鍼
しん

灸
きゅう

についての解
説・体験会です。申込不要。
日時　11月18日㊐10：00〜12：00
　　　（受付 9：30〜）
場所　犬山南地区学習等供用施設
問合　土屋（℡62-6223）

障害年金
個別無料相談会

　障害年金について社会保険労務
士が丁寧にお答えします。申込不
要。
日時　11月18日㊐13：30〜16：00
場所　犬山国際観光センターフロ

イデ控室 2
問合　オフィス・アスチルベ重松

（℡62-7778）

シニアのための
スマートフォン講座

　一回で完結（連続講座ではあり
ません）。スマホはお貸しします。
後半はサロン形式で進めます。
日時　11月19日㊊13：00〜16：00
　　　（毎月第 3 ㊊に継続開催）
場所　福祉会館 4 階401会議室
対象　シニア限定（年齢は不問、

前向きに生きようとする人）
定員　先着12人
費用　初回2,000円（ 2 回目以降
　　　は1,300円）
申込・問合　まちかどボランティ

アセンター犬山　森好（℡
090-8768-1340）

●お詫びと訂正　10月15日号「市民の
ひろば」に掲載した「市レクリエー
ション協会スポ・レク交流大会」のタ
スポニーについての問合は、正しくは
「小木曽（℡080-3619-7403）」でした。

※掲載を希望する人は、企画広報課広報・広聴担当へ。12月15日号の締め切りは11月 6 日㊋ ※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です
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救急広場
　 9 月 8 日、キャスタ・ヨシヅヤ犬山店で消防署職員と
女性消防団員による応急手当普及啓発活動として「救急
広場」が行われました。会場となった １ 階セントラルコー
ト内では心肺蘇生法やAEDの取り扱い講習を行い、参加
者は「もしもの時」に備えて真剣に取り組んでいました。
また会場周辺では犬山市公式キャラクターわん丸君が来
場者とふれあい、広報活動を行いました。

敬老事業75歳のつどい
　 9 月 3 日〜11日、名鉄犬山ホテルで75歳のつどいを開
催しました。地域の高齢者に楽しんでもらおうと、市や
市社会福祉協議会と民生委員・児童委員が案内状の配布
やアトラクションの準備を進めてきました。
　高齢者あんしん相談センターの職員から消費者被害に
ついての話を聞いたあと、特定非営利活動法人ぎふ音楽
療法協会の音楽療法士と懐メロや童謡を歌ったり、ハン
ドベルの合奏をしたりして、参加者は心身ともにリフ
レッシュしました。

城東フェスティバル
　 9 月15日、城東小学校体育館で城東小学校区コミュニ
ティ推進協議会による城東フェスティバルが行われまし
た。地域住民や地区に所在する介護・福祉施設、市民団
体などによる書道、写真、手芸などの作品や、城東小・
城東中学校の児童生徒の総合学習や夏休みの自由研究の
成果や作品が展示されました。16日には地元の和太鼓グ
ループの太鼓演奏や地域住民による芸能、子ども未来園
園児や児童センター児童によるダンスなどが披露されま
した。

羽黒地区コミュニティ歴史講談会
　羽黒地区コミュニティ推進協議会文化部会は 9 月16
日、講談師旭堂南海さんを招き、創作講談「八幡林の戦
い」が語られました。豊臣方と徳川方が激突した小牧長
久手の戦いの前哨戦である八幡林の戦いは羽黒合戦とも
呼ばれ、現在の羽黒小学校近くが戦場となりました。
　南海さんは羽黒近郷の地名や名物を織り込み軽妙な語
り口で笑いを誘いましたが、野呂助左衛門の悲劇が語ら
れると参加者はじっと聞き入っていました。
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※12月 1 日号の「犬山市長たくろう通信」は、犬山市長選挙に伴い掲載しません。

■各種相談コーナー（無料）
内　容 日　時 場　所

市 民 毎日（㊏・㊐・㊗除く）
8：30〜17：00

市役所 1 階　市民相談室
下記時間帯は手話通訳が利用できます
㊌㊎ 8：30〜16：00

行 政 11月16日㊎　10：00〜15：00※次回は12月21日㊎ 市役所 1 階　市民相談室

登 記 11月14日㊌　13：00〜15：00 市役所 2 階　相談室②

不 動 産 取 引 11月20日㊋　13：00〜16：00 市役所 2 階　相談室②

行 政 書 士 11月28日㊌　13：30〜15：30 市役所 2 階　相談室②

弁 護 士 に よ る 法 律
（要予約）

12月 6 日㊍　 9：00〜12：00（ 1 人20分間）
※11月 1 日㊍13：00から社会福祉協議会で
　予約受付先着 9 人（電話受付のみ）

福祉会館相談室（℡62-2508）
　　　　　　　（℡61-2563）

心 配 ご と 11月 1 日㊍　13：00〜15：00
11月15日㊍　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

結 婚 毎週土曜日　毎月第 2 水曜日
9：00〜12：00（受付11：30まで） 福祉会館相談室（℡62-6299）

ボ ラ ン テ ィ ア 毎週月曜日（㊗除く）10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡62-6299）

身 体 障 害 者 11月 7 日㊌　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

知 的 障 害 者 11月12日㊊　10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

くらし自立サポートセンター
（生活困窮者相談）

毎週月〜金曜日（㊗年末年始は除く）
8：30〜17：15 福祉課相談室（℡44-0320）

発 達 支 援
（要予約）

11月15日㊍　※ 3 歳児〜中学生
① 9：00〜 ②10：45〜 ③13：00〜 ④14：30〜 子ども未来センター（℡61-1295）

ポ ル ト ガ ル 語
ス ペ イ ン 語
外 国 人

毎週金曜日　13：00〜16：30 市役所 1 階　相談室

英語・中国語・タガログ語
外 国 人 11月 2 日㊎　13：00〜16：30 市役所 1 階　相談室

人 権 11月21日㊌　13：00〜16：00 南部公民館会議室 3

青 少 年 の 悩 み 毎日（㊏・㊐・㊗除く）9：00〜17：00 市役所 3 階　文化スポーツ課　
青少年センター（℡44-0353）

児 童 生 徒 の
不 登 校 相 談 室 毎日（㊏・㊐・㊗除く）9：00〜17：00 福祉会館内適応指導教室「ゆう・ゆう」

（℡63-0502）

家 庭 児 童 毎日（㊐・㊗除く）9：00〜16：00 福祉会館内家庭児童相談室（℡62-4300）

児 童 虐 待 に 関 す る
情 報 提 供

毎日（㊏・㊐・㊗除く）
8：30〜17：15

子ども未来課（℡44-0322）
※電話（℡61-6288）は24時間対応です

ひ と り 親 自 立 毎日（㊏・㊐・㊗除く）9：00〜16：00 子ども未来課（℡44-0323）

住 宅 相 談（要予約） 予約により決定（㊏・㊐・㊗年末年始は除く） 相談者宅など（予約により決定）
予約先：都市計画課（電話可℡44-0331）

弁 護 士 に よ る
消 費 生 活 法 律 11月16日㊎　13：00〜16：00 市役所 2 階　204会議室

※予約は産業課（℡44-0340）

消 費 生 活 毎週月〜木曜日（㊗除く）
13：00〜17：00（受付16：30まで） 市役所 1 階　相談室（℡44-0398）

労 働 11月21日㊌　13：00〜16：00 市役所 2 階　相談室②
※予約は産業課（℡44-0340）

内 職 毎週火曜日（㊗除く）10：00〜15：00 福祉会館相談室（℡61-4613）

年 金
毎週火・金曜日（㊗除く）
9：30〜16：30

（12：00〜13：00休憩、受付16：00まで）

市役所 2 階　相談室①
保険年金課年金担当で受付　※当日先着12人
年金額、加入期間の確認は不可

一宮年金事務所による
年 金 出 張 相 談

11月22日㊍　10：00〜15：00（ 1 人30分間）
（12：00〜13：00休憩）
※11月12日㊊〜16日㊎　 8：30〜17：15に保険年
金課で予約受付先着16人（電話受付のみ）

市役所　会議室
※予約は保険年金課年金担当（℡44-0328）

オープンドアポリシー
（議会の市政相談）

原則  毎週水曜日　13：30〜16：30
（㊗・議会会期中は除く）

市役所 6 階議長室
※開催日確認・予約受付は議事課（℡44-0307）

定し、必要な保険料の設定等を計画
に盛り込み、その計画に基づいて、
サービスを実施しています。例えば、
特別養護老人ホームを、民間が自由
にいくらでも整備できるわけではな
く、この計画の枠の中で整備できる
ベッド数が決まり、それに基づいて
施設が整備されます。

施設介護の充実！
　市の介護保険事業計画に基づき、
この 3 年間で、特別養護老人ホーム
100床、老人保健施設44床、短期入
所生活介護20床が整備され、施設介
護の受け皿充実を進めました。今後
も利用状況を見極め、事業所の意向、
県の施設整備計画なども踏まえ、必
要に応じて施設充実を計画に反映で
きるよう検討します。

在宅介護の充実！
　介護が必要となった場合でも、住
みなれた場所で、できるだけ自立し
た生活が送れるよう、在宅医療と介
護の連携や、各種支援を一体的に提
供する地域包括システムの構築を、
関係機関と協力して推進します。
　また今後、在宅介護世帯の増加が
予想され、特に寝たきりや認知症の
高齢者を在宅で介護することは、介
護する人にとってさまざまな負担が

かかるため、その支援として在宅介
護手当の増額を視野に入れるなど、
在宅介護の支援も強化します。

介護予防の強化推進
　介護予防事業として、ウォーキン
グ事業や各種体操などを推進し、筋
力低下を防止する運動教室や、口腔
機能・栄養改善の教室の実施、地域
の集いの場への講師紹介や健康講話
などを実施しています。
　今後も、医師会・歯科医師会・薬
剤師会などと連携し、より専門的な
介護予防事業を展開します。また地
域と連携し、住民主体の集いの場の
創出や、その継続を支援します。

生きがいづくりと見守り推進
　市民総合大学やICT講習などを通
じた生涯学習推進、文化・スポーツ
振興と各種市民活動・老人クラブ活
動を通じた活躍の場づくり、シル
バー人材センターと連携した高齢者
の就業機会創出など、シニア世代の
生きがいづくりを支援します。
　また見守りとして、高齢者あんし
んコール、緊急通報システム貸与、
食事サービス等による安否確認や、
GPS機器貸与、QRコード付きシー
ル交付等による認知症徘徊対策に取
り組んでいます。

高齢化率の現状と今後
　平成29年度末の高齢化率は、犬山
市28.5%、県平均24.3%、全国平均
28.0%です。本市は高い状況で、今
後も上昇する見込みです。

介護認定率の現状と今後
　高齢者のうち介護が必要な人の割
合として、平成29年度末の介護認定
率は、犬山市14.3%、県平均16.4%、
全国平均18.4%で、本市は低い状況
です。高齢化率との関係で見ると、
高齢者は多いが、元気な高齢者が多
い傾向にあると言えます。ただし今
後は介護認定率も高まる見込みです。

介護保険事業計画とサービスの関係
　市町村は、各年度で提供する介護
サービス量の見込みを行い、 3 年間
を 1 期とする介護保険事業計画を策

老後の安心づくりへ全力！

■休日（昼間）診療
○犬山市休日急病診療所（内科・外科）　℡62-8100
　犬山市五郎丸東1-70（国道41号線「五郎丸交番前」信号交差点南へ100m）
　受付時間　  8：30〜11：30（診療は 9：00〜）
　　　 　　　13：30〜16：15（診療は14：00〜）

■救急医療の案内
○救急医療情報センター　℡81-1133
　24時間365日体制で、電話で医療機関の案内を行っています。
○救急医療情報システム 　http://www.qq.pref.aichi.jp/
　インターネットで受診可能な医療機関を検索できます。（5か国語対応）

○小児救急電話相談　℡＃8000か、℡052-962-9900
　夜間に医療相談が受けられます。受付／19：00〜翌朝 8：00

■休日（夜間）診療　受付時間　17：00〜20：00

上段は内科系、下段は外科系
※年間当番表
　市HP http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1000647.html
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。

■犬山市の人口と世帯（10月 1 日現在）
人口 74,286人 （− 209人）
男 36,962人 （− 128人） 
女 37,324人 （−   81人）

世帯 31,044世帯 （＋ 288世帯）
（　 ）は前年同月との比較

と  き 病・医院名 電　話

11月3日㊗
結ファミリークリニック�（楽田）
竹内皮膚科クリニック� （犬山）

68-3311
62-7511

11月4日㊐
岡部医院� （犬山）
たくや整形外科� （楽田）

62-7121
69-1800

11月11日㊐
樹クリニック� （犬山）
あいちせぼね病院� （犬山）

62-3101
20-9100

11月18日㊐
黒川すこやかクリニック�（犬山）
松村クリニック� （犬山）

61-0083
61-1488

■休日歯科診療 診療時間 9：30〜11：30 

※年間当番表
　市HP http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1002705.html
※都合により変更する場合がありますので、電話確認のうえ来院ください。

と  き 病・医院名 電　話

11月 3 日㊗ 柏森歯科クリニック�（扶桑） 0587-93-8330

11月 4 日㊐ たきざわ歯科医院� （城東） 61-5250

11月11日㊐ 田中歯科医院� （犬山） 61-3313

11月18日㊐ あまの歯科クリニック�（扶桑） 0587-92-1678
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平成29年 6 月生まれ

大きく元気に育ってね

結
ゆ
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な

ちゃん
平成29年 9 月生まれ

誰にでも優しくできる
子になってね。
結菜、大好きだよ。

友
とも

希
き

ちゃん
平成29年 9 月生まれ

いつもかわいい笑顔を
ありがとう。
大好きだよ♡

彩
あ

未
み

ちゃん
平成29年 9 月生まれ

お兄ちゃんと仲良く
大きくなってね♡
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犬山祭
（一社）犬山祭保存会

　去る 9 月15日名古屋市のルブラ
王山で愛知県と至学館大学の共催
による日本の祭を考えるシンポジ
ウムがあった。愛知県はユネスコ
の無形文化遺産登録 5 か所を始め、
極めて祭の多い地域である。特に
山車の数やからくり人形の文化は
群を抜いている。そこで愛知県は
県内の山車祭関係団体を連携し「あ

いち山車まつり日本一協議会」を
立ち上げた。
　因

ち な

みに、この協議会は2005年愛
知万博会場で県内の「山車百輌総
揃え」を犬山市教育委員会が事務
局を務めて実現したことが土台と
なって発足したものであるし、祭
保存会が法人格を有している団体
は唯一犬山のみであり、犬山祭保
存会は県下のリーダーとしての役
割を自認している。
　今回のシンポジウムも我々大勢
で参加、研修した。
　シンポジウムの基調講演は、笛
師の森田玲

あきら

さん。森田さんには「日
本の祭と神

か み

賑
にぎわい

」という著作があり、
祭はまず神迎えの神事や神

み

輿
こ し

の渡
と

御
ぎ ょ

などをおろそかにしてはいけな
い、また神賑というのは「神

し ん

人
じ ん

和
わ

楽
ら く

」、神と人と共に大騒ぎしながら
神送りする行為という解説。祭と
は神迎えと神送りが基本型である
という視点は、犬山祭そのもので
ある。
　その後パネルディスカッション
に移り、テーマは「祭の学生参加」。

ここでは祇園祭に大学生を参加さ
せている佛教大学の八木透教授と
参加者、飛騨の古川祭に参加して
いる吉城高校の鈴木泰輔教諭と高
校生の報告があった。この際の司会
進行は私が務めさせていただいた。
　現在全国で観光客の多い祭10か
所のうち 7 か所が、いわば神迎え
や神輿渡御の神事を軽んじた、い
わば神賑だけのイベントと化して
いる。青森のねぶた祭、札幌のよ
さこいソーラン、岸和田のだんじ
り祭や徳島の阿波踊り、名古屋の
どまつりなどはマスコミを賑

にぎ

わす
盛大な祭に見えるものの、仏作っ
て魂入れずの感を免れえない。
　一方伝統的な祭も少子高齢社会
やグローバル経済の影響で祭を担
う地区は空洞化の潮流に歯止めが
かからないゆえ、祭の主催者にとっ
ては“よそ者”である大学生や高
校生の参加論議が浮上してきたわ
けだ。
　我々犬山祭保存会も保守と革新
のバランスという課題を突き付け
られている。

日本の祭を考える

犬山祭保存会　会長　石田芳弘


